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当
選
者
を
対
象
と
し
た
商
品
券

の
販
売
を
終
了
し
ま
す
が
、
販
売

冊
数
に
達
し
な
い
た
め
、
当
選
者

を
除
い
た
応
募
者
の
方
を
対
象

に
、
再
度
抽
選
を
行
い
ま
す
。

　

当
選
さ
れ
た
方
に
は
、
１
冊
分

の
商
品
券
購
入
証
を
１
月
中
旬
に

郵
送
し
ま
す
。

　

詳
細
は
商
工
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（h
ttp
s://ko

gan
ei-s.o

r.jp
/

）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

 

商
工
会
（
☎　

儿　

儿
８
７
６

０４２

３８１

５
）

 　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

拡
大
の
状
況
を
踏
ま
え
、
新
春
市

民
の
つ
ど
い
に
代
わ
り
、
市
長
お

よ
び
市
議
会
議
長
が
、
新
春
の
お

祝
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
市
民
の
皆
さ

ん
へ
お
届
け
し
ま
す
。

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券

再
度
抽
選
を
行
い
ま
す

問新
春
の
お
祝
い
メ
ッ
セ
ー
ジ

動
画
の
配
信

　

１
月
７
日
か
ら
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご

覧
く
だ
さ
い
。

 

広
報
秘
書
課
秘
書
係
（
☎　

儿
０４２

　

儿
１
１
１
１
内
線
２
０
０
５
）

３８３
 　

芸
術
文
化
振
興
計
画
策
定
委
員

会
で
の
議
論
等
を
踏
ま
え
、
同
計

画
案
を
策
定
し
ま
し
た
。

 

市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の

方
、
市
内
に
事
務
所
や
事
業
所
を

有
す
る
法
人
ま
た
は
そ
の
他
の
団

体■
公
開
・
募
集
期
間
１
月
５
日

（
火
）
～
２
月
５
日
（
金
）

■
公
開
場
所
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
文
化

課
、
市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
受

付
、
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
（
同
６

階
）
、
主
な
市
内
公
共
施
設
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

■
検
討
結
果
の
公
表
等
２
月
（
予

定
）
※
検
討
結
果
と
意
見
内
容
を

公
表
し
ま
す
。
意
見
へ
の
個
別
の

回
答
は
行
い
ま
せ
ん
。

■
提
出
方
法
募
集
期
間
内
に
、
住

所
・
氏
名
・
施
策
名
称
を
明
記

し
、
直
接
、
郵
送
（
必
着
）
、
フ

ァ
ク
ス
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

問芸
術
文
化
振
興
計
画
（
案
）

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
募
集

対

か
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
文
化
課
文

化
推
進
係
（
〒　

儿
８
５
０
４
住

１８４

所
不
要
・
市
役
所
第
二
庁
舎
４
階

☎　

儿　

儿
９
９
２
３ 
　

儿　

０４２

３８７

０４２

３８８

儿
１
３
２
３
）
へ

 　

公
募
委
員
選
考
基
準
等
に
よ

り
、
次
の
公
募
市
民
の
方
々
を
委

員
に
選
任
し
ま
し
た
。

▽
坂
野
勝
一
さ
ん
、 

訪
間
千
晃

さ
ん
、
平
野
澄
江
さ
ん

 

地
域
福
祉
課
地
域
福
祉
係
（
☎

　

儿　

儿
９
９
１
５
）

０４２

３８７

 　

宝
く
じ
の
社
会
貢
献
広
報
事
業

と
し
て
、
（
一
財
）
自
治
総
合
セ

ン
タ
ー
が
宝
く
じ
の
受
託
事
業
収

入
を
財
源
と
し
て
実
施
し
て
い
る

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
を
活
用

し
、
次
の
用
品
を
配
備
し
ま
し

た
。

▽
貫
井
南
町
中
自
主
防
災
会
の
テ

ン
ト
・
無
線
機
・
机
・
投
光
機
な

ど
、
消
防
団
の
Ｃ
級
可
搬
式
消
防

ポ
ン
プ

 

地
域
安
全
課
防
災
消
防
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
０
７
）

０４２

３８７

▽
本
町
町
内
会
連
絡
協
議
会
の
阿

波
踊
り
の
太
鼓
や
浴
衣
な
ど

 

経
済
課
産
業
振
興
係
（
☎　

儿
０４２

　

儿
９
８
３
１
）

３８７
 　

教
育
委
員
会
で
は
、
毎
年
、
活

動
状
況
の
自
己
点
検
・
評
価
を
実

施
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
評
価
に
当
た
っ
て
は
、

FAX

（
仮
称
）
新
福
祉
会
館
管
理

運
営
計
画
策
定
委
員
会
委
員

選
任
結
果

問宝
く
じ
の
助
成
金
で

各
種
用
品
を
配
備

問問小
金
井
市
教
育
委
員
会
の
権

限
に
属
す
る
事
務
の
管
理
及

び
執
行
の
状
況
の
点
検
及
び

評
価
報
告
書
を
作
成

有
識
者
か
ら
の
意
見
聴
取
、
報
告

書
作
成
、
議
会
へ
の
提
出
、
公
表

を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
教
育
目
標
お
よ
び

基
本
方
針
の
実
現
に
向
け
、
「
第

２
次
明
日
の
小
金
井
教
育
プ
ラ

ン
」
と
「
第
３
次
生
涯
学
習
推
進

計
画
」
に
基
づ
い
て
推
進
す
る
、

令
和
元
年
度
中
に
行
っ
た
教
育
施

策
に
係
る
主
な
事
業
（　

事
業
）

６６

に
つ
い
て
評
価
を
行
い
、
報
告
書

を
作
成
し
ま
し
た
。

■
閲
覧
場
所
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー

（
市
役
所
第
二
庁
舎
６
階
）
、
図

書
館
本
館
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

 

庶
務
課
庶
務
係
（
☎　

儿　

儿

０４２

３８７

９
８
７
２
）

 　

令
和
３
年
１
月
１
日
現
在
、
一

定
の
条
件
を
満
た
す
私
道
を
所
有

す
る
方
は
、
申
請
に
よ
っ
て
固
定

資
産
税
・
都
市
計
画
税
が
令
和
３

年
度
以
降
、
非
課
税
扱
い
と
な
り

ま
す
。
な
お
、
分
筆
し
て
道
路
と

な
っ
て
い
る
場
合
や
、
す
で
に
非

課
税
と
な
っ
て
い
る
私
道
は
、
申

請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
申
告
期
限
２
月
１
日
（
月
）

 

市
所
定
の
申
請
書
（
資
産
税
課

で
配
布
）に
必
要
事
項
を
明
記
し
、

私
道
求
積
図
を
添
え
て
、
資
産
税

課
土
地
係
（
市
役
所
第
二
庁
舎
３

階
☎　

儿　

儿
９
８
２
１
）
へ

０４２

３８７

 　

武
蔵
小
金
井
駅
南
口
第
２
地
区

第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
に
つ

い
て
、
同
組
合
の
事
業
計
画
の
変

更
が
、
令
和
２
年　

月　

日
付
け

１２

１１

で
都
知
事
か
ら
認
可
さ
れ
ま
し

問私
道
部
分
の

非
課
税
扱
い
の
申
請
を

申武
蔵
小
金
井
駅
南
口
第
２

地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

の
事
業
計
画
（
第
四
回
変

更
）
が
認
可

た
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
当
該
事
業
計
画

の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
を
縦
覧

し
て
い
ま
す
。

■
縦
覧
期
間
同
組
合
設
立
認
可
取

消
し
ま
た
は
解
散
認
可
の
公
告
の

日
ま
で

■
縦
覧
場
所 

ま
ち
づ
く
り
推
進

課
ま
ち
づ
く
り
係
（
市
役
所
第
二

庁
舎
５
階
☎　

儿　

儿
９
８
６
２
）

０４２

３８７

 　

１
月
に
実
施
を
予
定
し
て
い
ま

し
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
拡
大
防
止
の
た
め
、
中
止

し
ま
す
。

　

ま
た
、
た
こ
の
配
布
方
法
、
た

こ
原
画
コ
ン
ク
ー
ル
表
彰
式
お
よ

び
作
品
展
の
開
催
方
法
等
を
変
更

し
ま
す
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
決
定
次

問

第　

回
４１

小
金
井
市
新
春
た
こ
あ
げ
大
会

中
止
の
お
知
ら
せ

第
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

 

児
童
青
少
年
課
児
童
青
少
年
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
４
７
）

０４２

３８７

 　

医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
場
合

は
、
月
額
の
自
己
負
担
限
度
額
を

超
え
た
分
を
「
高
額
療
養
費
」
と

し
て
支
給
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
自
己
負
担
額
を
軽
減
す

る
た
め
、
個
人
ご
と
に
年
間
の
外

来
に
係
る
自
己
負
担
額
を
合
算

し
、
定
め
ら
れ
た
年
額
の
自
己
負

担
限
度
額
を
超
え
た
分
を
「
高
額

療
養
費
（
外
来
年
間
合
算
）
」
と

し
て
支
給
し
ま
す
。

　

今
回
の
支
給
対
象
期
間
（
令
和

元
年
８
月
～
２
年
７
月
）
に
支
給

対
象
と
な
る
被
保
険
者
の
い
る
世

帯
に
、
１
月
下
旬
に
勧
奨
通
知
を

問国
民
健
康
保
険

高
額
療
養
費

（
外
来
年
間
合
算
）

送
付
し
ま
す
。

　

支
給
時
期
は
、
４
月
以
降
と
な

り
ま
す
。

 

国
民
健
康
保
険
加
入
の　

歳
以

７０

上　

歳
未
満
の
負
担
割
合
が
２
割

７５
の
方
で
、
年
間
（
令
和
元
年
８
月

～
２
年
７
月
分
）
の
外
来
の
自
己

負
担
額
が　

万
４
千
円
を
超
え
て

１４

い
る
方

※
月
ご
と
に
高
額
療
養
費
を
支
給

さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
支
給
済
額

を
控
除
し
た
額

 

▽
算
定
は
、
世
帯
で
は
な
く
個

人
ご
と
に
行
い
、
入
院
分
は
含
ま

れ
ま
せ
ん
▽
同
じ
世
帯
で
も
国
民

健
康
保
険
、
職
場
の
医
療
保
険
、

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
そ
れ

ぞ
れ
別
に
計
算
し
ま
す
▽
申
請
は

基
準
日
（
令
和
２
年
７
月　

日
）

３１

に
加
入
し
て
い
た
医
療
保
険
と
な

り
ま
す

 

保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
３
３
）

０４２

３８７

対他問

in
fo
rm
a
tio
n

お
知
ら
せ

○は休日窓口開設日1月
土金木水火月日
21
9876543
16151413121110
23222120191817
30292827262524

31

U
U

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

■
開
設
時
間
午
前
９
時
～
午
後
１

時■
開
設
窓
口
市
民
課
、
保
険
年
金

課
国
民
健
康
保
険
係
、
子
育
て
支

援
課
手
当
助
成
係
（
９
日
の

み
）
、
納
税
課
（
９
日
の
み
）

※
一
部
取
り
扱
い
で
き
な
い
業
務

（
後
期
高
齢
者
医
療
事
務
・
国
民

年
金
事
務
・
市
税
証
明
書
交
付
事

務
ほ
か
）
も
あ
り
ま
す
。
個
人
番

号
カ
ー
ド
に
係
る
業
務
は　

日
の

１７

ご
利
用
く
だ
さ
い

１
月
の
休
日
窓
口

み
取
り
扱
い
で
き
ま
せ
ん

 

企
画
政
策
課
企
画
政
策
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
２
６
）
、
土
曜
・

０４２

３８７

日
曜
・
祝
日
は
市
役
所
代
表
（
☎

　

儿　

儿
１
１
１
１
）

０４２

３８３

問

○

○
○
○

後後
期期
高高
齢齢
者者
医医
療療
制制
度度

後
期
高
齢
者
医
療
制

後
期
高
齢
者
医
療
制
度度

【
今
年　

歳
に
な
る
方
へ
】

７５

　

日
本
の
医
療
保
険
制
度
は

「
国
民
皆
保
険
」
と
な
っ
て
お

り
、
す
べ
て
の
国
民
が
、
い
ず

れ
か
の
公
的
医
療
保
険
に
加
入

す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
　

歳
に
な
る
方
は
、
そ
れ
ま

７５
で
加
入
し
て
い
た
医
療
保
険

（
国
保
、
健
康
保
険
、
共
済
な

ど
）
か
ら
、
自
動
的
に
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
と

な
り
ま
す
。

　

制
度
の
運
営
は
、
東
京
都
内

す
べ
て
の
市
区
町
村
が
加
入
す

る
「
東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
」
が
運
営
主
体
と
な

っ
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
、
住
所
変
更
、
給
付

申
請
の
窓
口
業
務
、
保
険
料
の

徴
収
業
務
な
ど
を
行
い
ま
す
。

 

▽　

歳
以
上
の
方
▽　

～　

７５

６５

７４

歳
の
方
で
、
申
請
に
よ
り
同
連

合
が
一
定
の
障
が
い
が
あ
る
と

認
め
た
方

 

保
険
年
金
課
高
齢
者
医
療
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
３
４
）

０４２

３８７

対問

【
医
療
費
等
通
知
を
１
月
下
旬

　

に
送
付
】

　

健
康
と
医
療
に
対
す
る
認
識

を
深
め
、
保
険
診
療
等
の
内
容

を
確
認
し
て
も
ら
う
た
め
、
東

京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
か
ら
医
療
費
等
通
知
書
を
お

送
り
し
ま
す
。

 

令
和
元
年
９
月
～
２
年
８
月

に
医
療
費
等
の
総
額
（
自
己
負

担
分
＋
保
険
者
負
担
分
）
が
５

万
円
を
超
え
る
月
が
あ
る
方

※
す
べ
て
の
被
保
険
者
の
方
に

送
付
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
 

東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
お
問
合
せ
セ
ン
タ
ー

（
☎
０
５
７
０
儿　

儿　

）
、

０８６

５１９

市
保
険
年
金
課
高
齢
者
医
療
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
３
４
）

０４２

３８７

対問


